
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ここ数年、「スポーツ観戦を終えた日本人が、試合会

場の客席のゴミを拾って帰る光景」が世界各国のメデ

ィアで称賛されたというニュースをよく目にします。 

私自身は、試合会場にまで足を運んでスポーツ観戦

するタイプではないのですが、そういったニュースで

紹介されている動画には、沢山の若者が観客席のゴミ

拾いをして帰る姿が映し出されることが多く、「日本人

すごい」「若者すごい」と自分が褒められた訳でもない

のに、ニンマリしながらその画面に見入ってしまいま

す。 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

つい先日もそういうニュースを子供と一緒に見る機

会があり、調子に乗った私が小学生の娘に向け「お前

（娘）も見習えよ！」と言うと、娘から「パパが一番

怠け者じゃん！家の掃除はママばっかりで、庭の草刈

りは爺ちゃんに任せっきり。」と反撃を食らってしまい

ました。決して模範的なパパとは言えない私のことは 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

さて置き、実のところは小学生の娘もそのニュースに

感動してくれていたわけで、とても素敵なグッド・ニ

ュースでした。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

一方、ところ変わって我が家の近所での光景なので

すが、道端や空き地の草刈りやゴミ拾いを善意で自主

的にされているご高齢の方をよく見掛けます。誰かに

言われてやるのではなく、誰かと一緒にやるのでもな

く、自分の敷地の手入れをするついでに、本当に何気

なく近隣の清掃をされています。ごく自然に、自分の 

敷地以外のところにまで手を掛けてあげるという姿勢

は、同じ地元住民として見習い、受け継いで行かなけ

ればならない文化だとも感じています。 

 さて、“環境”に関わる課題や問題を“未来”まで含

めて考えれば本当に様々あると思いますが、子供と一

緒に掃除（自分が暮らす環境の清掃や整理や整備）を

することが、色々な語らいも含め、次の何かのキッカ

ケになるかもしれないと感じた今日この頃です。今ま

でとは少し違った気持ちで、子供と一緒に掃除に向き

合ってみようと思います。 
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曜日 日時 
講座名 

講師名 
講座内容 

 

6 20  

10 14  

 

  

 
400  

 10  

6  

10 14  

 

  

 
150  

 20  

6 27  

13 15  

 

  

古着物や古帯を利用して、オリジナル作品を作ってみませんか。 
400  

 15  

6 27  

10 12  

 

  

「着る」を貴方の目的やペースに応じてご指導致します。 
400  

 10  

 

7 21  

10 12  
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21  

13 16  

 

   

400 30 2  
( 10 60 )34  ( 9 80 )  

     ( 2 35 )   ( 6 45 )  
 16  23 2  
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400 ( )      
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最近よく見かけるトラックや空き地の不用

品回収、ポストに投函される不用品回収のチラ

シや広告。このような不用品回収業者は市の許

可を得ずに、不用品の回収を無許可で営業して

いる者がほとんどです。 

「こちらは無料回収車です。ご家庭で使われな

くなった不用品を無料で引き取ります」などと

アナウンスするトラックが回ってきたので安易

な気持ちで廃家電や粗大ごみの回収を依頼した

ら「全てが無料という訳ではない」、「回収は無

料だがリサイクル料金が別に必要」などと威圧

的な態度で高額の手数料を請求された、などの

トラブルが数多く発生しています。 

このような無許可業者が回収した廃家電や粗

大ごみが不法投棄された事例が下関市内でも数

多く発生しています。 

また、無許可業者が適正な環境対策を行わず

に廃家電を放置したり、破壊したりすることで

フロンガスや鉛などの有害物質が環境中に放出

されたり、廃家電から発火して火災が発生する

危険性もあります。 

さらに、無許可業者が回収した廃棄物を不適

正処理した場合には、その処理費用が最終的に

私たち市民の負担になるとともに、大切な生活

環境を破壊することにも繋がります。 

ご家庭から発生する廃棄物は、市区町村の責

任の下で適正に処理することが法律で定められ

ています。 

そのため、下関市内の家庭から発生する廃棄

物を回収するには下関市の「一般廃棄物処理業

許可」を受けているか、下関市の委託を受けて

いることが必要です。 

中古品などの有価物売買を行うための許可で

ある「古物商」や、工場や企業の廃棄物を処理

するための許可である「産業廃棄物処理業許可」

では、ご家庭の廃棄物は回収できません。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ご家庭の廃家電や粗大ごみの処分は、下関市

のルールに従って適正に行い、違法な無許可回

収業者は絶対に利用しないようにご注意くださ

い。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

（2015.9.11） 

 

 

 

 

        

 Ǳʥ ᴜᶥ֛ ǲǛ ș  
 

問い合わせ先） 

環境部廃棄物対策課 083- 252- 7152 

（受付時間 8:15 ～ 17:00 ） 
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